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厚
生
労
働
省
が
行
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
調
査
結
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
が
行
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

モ
デ
ル
世
帯
で
、
保
険
料
が
一
〇
〇
％
安
く
な
っ
て
い
る
自
治
体
は
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
何
箇
所
で
、
ど
こ
か
。

二

都
道
府
県
の
所
得
分
布
で
補
正
し
た
後
に
お
い
て
も
、
全
て
の
モ
デ
ル
世
帯
で
保
険
料
が
一
〇
〇
％
下
が
っ
て
い
る
自
治

体
は
ど
こ
か
。

三

質
問
二
の
自
治
体
に
お
い
て
は
、
保
険
料
が
上
限
に
達
し
て
い
る
高
額
所
得
者
を
除
い
て
、
一
〇
〇
％
保
険
料
が
下
が
っ

て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。


